
 
令和２年３月４日 

１・２年生の保護者の皆様 

京都市立西陵中学校 

校長  山本 宗昭 

 

新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う臨時休校措置に係る 

中学校給食費の返金について（通知） 

 

平素は，本校教育にご理解・ご協力いただき誠にありがとうございます。 

さて，この度，子どもたちの健康，安全を第一に考え，多くの子どもたちや教員が日常

的に長時間集まることによる感染リスクに予め備える観点から，本市において令和 2 年 3

月 5 日（木）から臨時休校の措置がなされました。つきましては，既に予約されている臨

時休校に伴う中止された３月分の給食については，キャンセルのうえ，給食費は支払方法

に関わらず（コンビニ払込票・クレジットカード払い），予約システム上での残高へ返金さ

せていただきました（保護者の方にしていただく手続きはありません。また，返金分は現

在受付中の４月以降の給食予約にご利用いただけます）。 

保護者の方におかれましては，予約システムへログインのうえ，返金に係る残高につい

て，ご確認をいただけますと幸いです（予約システムを利用せずに給食をご利用されてい

る場合（コンビニ払込票で給食費を支払い，かつ，予約マークシートを提出）は，お手元

に予約システムのログインＩＤをご用意のうえ，給食予約システムコールセンターへお問

い合わせいただくことで，ご確認いただくこともできます。）。 

返金額 

「給食費」×「３月５日(木)～３月２４日(火)の休校措置による給食取消回数」 

（例）給食取消回数が８回の場合 

・310 円×8 回＝2,480 円 

・252 円×8 回＝2,016 円（牛乳を停止している生徒の場合） 

※ ２年１組，２組の学級閉鎖による給食取消分も該当者の予約システム上の残高へ

返金させていただいております。 

   

 

 

 

 

■お問い合わせ先（受付時間 9 時～17 時 土日祝・年末年始を除く）  

〇（配付書類について，給食予約について，給食費の支払いについて） 
給食予約システムコールセンター（株式会社フューチャーイン） 

 電話 052-732-8948 
〇（献立内容について） 

京都市教育委員会事務局 体育健康教育室(中学校給食担当) 
 電話 075-708-5323 


